
年

ぜひ、お申し込み

ください ！

■
補
助
対
象
者

　
令
和
３
年
３
月
31
日
現
在
、
町
内

で
事
業
活
動
を
営
ん
で
お
り
、
今
後

も
町
内
で
事
業
を
営
ん
で
い
く
法
人

お
よ
び
個
人
事
業
主
で
、
町
内
に
事

業
所
を
有
す
る
者

■
補
助
対
象
事
業　

　
補
助
対
象
者
の
事
業
所
・
店
舗
な

ど
に
抗
ウ
イ
ル
ス
・
抗
菌
コ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
施
工
す
る
事
業
で
、
一
定
の

条
件
を
満
た
し
て
実
施
す
る
事
業
を

対
象
と
し
ま
す
。

■
補
助
上
限
額

①
従
業
員
数
９
人
以
下
の
事
業
者

　
…
10
万
円

②�

従
業
員
数
10
人
以
上
49
人
以
下
の

事
業
者
…
20
万
円

③�

従
業
員
数
50
人
以
上
の
事
業
者

　
…
30
万
円

④
①
の
条
件
を
満
た
す
飲
食
事
業
者

　
…
20
万
円

■
申
請
方
法　

　
郵
送
ま
た
は
企
画
空
港
政
策
課
企

画
調
整
係
窓
口
に
申
請
書
を
ご
提
出

　
職
員
に
よ
る
写
真
撮
影
や
申
請
書

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
必
ず
、
1
月
28
日
㈮
ま
で
に

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日　
1
月
30
日
㈰

■
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
サ
ポ
ー
ト
内
容

・
職
員
に
よ
る
写
真
撮
影

・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
申
請
書
の
交
付

・
記
入
済
み
申
請
書
の
受
付

■
持
ち
物

・�

身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な

ど
）

・
印
鑑

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
お
よ
び
電
子
証
明
書
更
新
手
続
き

が
次
の
休
日
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
同
窓
口
で
配

布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。

■
申
請
受
付
期
限

　
１
月
31
日
㈪
ま
で
（
郵
送
の
場
合

必
着
）

■
そ
の
他

・�

補
助
事
業
は
一
定
の
条
件
を
満
た

し
た
も
の
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。

・�

予
算
の
範
囲
内
で
交
付
決
定
い
た

し
ま
す
の
で
、
申
請
受
付
期
限
前

に
申
請
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

・�

詳
し
く
は
町
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

休
日
の
受
け
取
り
、
更
新
手
続
き
を

ご
希
望
の
方
は
、
希
望
時
間
を
必
ず

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■  

予
約
窓
口　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

ま
で

■ 

1
月
の
平
日
夜
間
・
休
日
交
付
日

お
よ
び
更
新
日
（
要
予
約
）

　
１
月
13
日
㈭
、
25
日
㈫
、
30
日
㈰

■
時
間　

〈 

平
日
夜
間
〉
午
後
５
時
15
分
～
午

後
７
時
ま
で

 

〈 

休
日
〉
午
前
10
時
～
午
後
３
時
ま

で
■
そ
の
他

　
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は
お
お
む
ね

１
カ
月
か
か
り
ま
す
。

補助
令
和
３
年
度
芝
山
町
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

抗
ウ
イ
ル
ス・抗
菌
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
施
工
事
業
補
助
金

便利
申
請
は
も
う
お
済
み
で
す
か
？

便
利
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得・活
用
し
ま
し
ょ
う

　
町
内
の
事
業
者
向
け
に
、
利
用
客
や
従
業
員
間
の
感
染
防
止
を
目
的
と

し
て
実
施
す
る
、
抗
ウ
イ
ル
ス
・
抗
菌
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
施
工
事
業
に
対
し

て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
の
た
め
の
公
的
な
証
明
書
と
し

て
も
使
え
る
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
を
取
得
い
た
だ
け
る
と
て

も
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

平
日
夜
間
・
休
日
に
も
交
付

お
よ
び
更
新
が
可
能
で
す

（
完
全
予
約
制
）

休
日
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

し
ま
す
（
完
全
予
約
制
）

抗
ウ
イ
ル
ス

企
画
空
港
政
策
課 

企
画
調
整
係 

☎
77
‐
３
９
２
６

問

申請は

お早めに
！
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千葉県
食品衛生大会

２歳児
歯科健康診査

　感染防止対策により招集
による大会の開催は見送ら
れましたが、令和３年度千
葉県食品衛生大会の受賞者
が以下のとおり決定しまし
た。（敬称略）

【（公社）千葉県食品衛生協
会長表彰 食品衛生功労者】
■氏名　飯髙　稔雄
■住所　芝山町牧野258
■営業種　みそ製造業
■推薦事項
　長きにわたり食品衛生行
政に協力し、業界の指導育
成等に貢献

　２歳は幼児への移行期で
す。成長に伴う大切な健診
となりますので、必ず受診
してください。

■ 対象者　平成31年４～
７月生まれ

■開催日　１月17日㈪
■ 時間　案内通知参照（混
雑緩和のため受付時間を
分けて案内しています）

■会場　保健センター
■ 内容　身体計測、歯科診
察、育児・栄養・歯科相
談、フッ素塗布（希望
者）

※�区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方
は「限度額適用認定証」を交付します。� � �
※�区分Ⅱの減額認定証の交付を受けた被保険者の方が入院し、過去12カ月で入院日数
が91日以上になったときは「区分Ⅱ（長期該当）」に該当する旨の申請ができます。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

■
手
続
き
方
法

　
次
の
も
の
を
持
参
の
上
、
町
民
税

務
課
国
保
年
金
係
の
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
証

・�

老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
そ
の
年
金
証
書
や
振
込
通

知
書
な
ど

・�

区
分
Ⅱ
（
長
期
該
当
）
の
方
は
入

院
期
間
の
分
か
る
領
収
書
な
ど

・�

申
請
者
の
身
分
証
明
書
と
本
人
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が

確
認
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど

■
有
効
期
限　

　

申
請
月
の
初
日
か
ら
有
効（
区
分

Ⅱ（
長
期
該
当
）の
場
合
申
請
月
の
翌

月
か
ら
）。
認
定
証
は
１
年
ご
と
に

更
新
で
有
効
期
限
は
毎
年
７
月
末
日

■
そ
の
他

　
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
後
日
申
請

す
る
こ
と
で
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

令
和
４
年
度
に
窓
口
負
担
割
合
を

見
直
し
予
定
で
す
。
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
紙
や
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
周
知
し
ま
す
。

医療
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

医
療
費
の
負
担
を
抑
え
ら
れ
ま
す

　
医
療
機
関
受
診
の
際
に
保
険
証
と
合
わ
せ
て
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
の
上
限
を
あ
ら
か
じ
め
低
く
抑
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
入
院
時
の
食
事
や
生
活
に
要
す
る
費
用
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

■対象者
自己負担
の割合 所得区分 対象となる方 認定証

の交付

３割

現役並み
所得者Ⅲ

市町村民税課税所得（課税標準額）が690万円
以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる
被保険者

×

現役並み
所得者Ⅱ

市町村民税課税所得（課税標準額）が380万円
以上690万円未満の被保険者およびその方と同
じ世帯にいる被保険者

〇

現役並み
所得者Ⅰ

市町村民税課税所得（課税標準額）が145万円
以上380万円未満の被保険者およびその方と同
じ世帯にいる被保険者

〇

１割

一　般 現役並み所得者、区分Ⅰ、区分Ⅱ以外の被保険
者 ×

区分Ⅱ 世帯全員が市町村民税非課税の被保険者（区分
Ⅰ以外の被保険者） 〇

区分Ⅰ

世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯全員
の個々の所得（年金収入は控除額80万円とし
て計算）が0円となる被保険者
世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、被
保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

〇

保健センター
☎ 77‐1891

問

山武保健所管内
松尾食品衛生協会
☎ 0475‐53‐0289

問
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